
特定非営利活動
ってなに？ 法人ってなに？ 時代が求めた

ＮＰＯ法人制度
　特定非営利活動とは、不特定
かつ多数のものの利益の増進に
寄与することを目的とし、保健・
医療・福祉の増進、文化・芸術・
スポーツの振興、まちづくり、
国際協力、災害救助、人権の擁
護などの20分野に限定されてい
ます。
　非営利というと対価を求めず、
無償でなければいけないという
印象があるかもしれませんが、
そうではありません。たとえば、
参加費をいただいてセミナーな
どの収益事業を開催してもよい
のです。また、ＮＰＯ�のスタッ
フは給与を得て活動を行うこと
ができます。スタッフも生活者
であり、労働への適正な対価が
得られなければ、組織として質
の高い活動を継続することがで
きません。ただ、収益事業で得
た利益を関係者で分配してはい
けません。これが、非営利とい
うことです。

　法人とは、「法が定める人」と
いう意味で、人の集まりや一定
の財産を法律上、個人と同じよ
うに権利・義務の主体として扱
うことをいいます。
　人の集まりであるＮＰＯ法人
は、社団法人の一種として、Ｎ
ＰＯ法に基づいて都道府県また
は指定都市の認証を受けて設立
された法人のことをいいます。
ＮＰＯ法は正式には「特定非営
利活動促進法」という名称の法
律で、ＮＰＯ法人も正式には「特
定非営利活動法人」といいます。
　ＮＰＯ法人は、市民活動のた
めの団体組織です。

　阪神淡路大震災でのボラン
ティアの活躍は、社会貢献をし
たい人がたくさんいることがわ
かりました。同時にボランティ
アや寄付を取りまとめる専門的
な市民組織の体制づくりが整っ
ていないことも明らかになり、
ＮＰＯ法の法制定が本格化しま
した。
　こうした背景のもと従来とは
大きく異なる新たな法人制度と
して特定非営利活動促進法が
1998年に成立しました。これ
により法人設立が格段に容易に
なったため、自分も地域で何か
をしたいと思っていた人々が全
国で一斉にＮＰＯ法人を立ち上
げ始め、社会の表舞台に登場す
るようになったのです。
　昨年の東日本大震災において
も、多くのＮＰＯ法人が被災者
支援活動や被災地復興支援活動
を支えています。

特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）とは？
～NPOは Non-Profit（非営利） Organizations（組織） の頭文字をとった略語です。～

※笠間市に主たる事務所を置くＮＰＯ法人は、3月末日現在、24法人です。
　平成23年4月から県より権限移譲を受け、市でＮＰＯ法人の認証事務等を行っております。
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